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事務事業名 薩摩川内市防衛協会

根拠法令 薩摩川内市総務部関係補助金等交付要綱

補助経過年数 １１年以上１５年以下

令和元年度 薩摩川内市防衛協会補助金 評価表 1

所管部課名 防災安全課 担当者 山下

0

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 協会における会議及び事業等件数 23 令和６年度

令和元年度
予算額

400 千円

国県支出金 一般財源 その他 その他の内容

0 400

補助対象経費
運営に関する経費（事務費、事業費、会議費、負担金、積立金、ほか特に必要と認められる
経費）

補助対象事
業・活動の内

容

自衛隊活動及び諸行事に対する協力・支援

■運営補助のみ　　□事業補助のみ　　□運営補助と事業補助の両方　　□その他
補助金額又は

補助率
　予算の範囲内

成果指標② 　協会会員数 1,300 令和６年度

補助対象者 薩摩川内市防衛協会

上記項目の
積算方法

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成28年度 平成29年度 平成30年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 1,277,568 71.3% 1,154,392 66.4% 1,238,500

0.0%
寄付金・その他助成 0.0% 0.0%

会費収入 1,277,568 71.3% 1,154,392 66.4% 1,238,500
事業収入 0.0%

雑入 52,707 2.9% 42,125 2.4% 55,746
市補助金 300,000 16.8% 280,000 16.1% 280,000

計 1,790,791 100.0% 1,738,329 100.0% 1,663,464
（前年度繰越金） 160,516 9.0% 261,812 15.1% 89,218

支
出

事業費 1,099,250 61.4% 1,345,510 77.4%

その他事務費 36,329 2.0% 150,201 8.6%

0.0% 0.0%

108,838
負担金 153,400 8.6% 153,400 8.8% 162,400

842,226
人件費 0.0% 0.0%

積立金 240,000 13.4% 0 0.0% 200,000

計 1,790,791 100.0% 1,738,329 100.0% 1,663,464
（翌年度繰越金） 261,812 14.6% 89,218 5.1% 350,000

翌年度繰越金/市補助金 87.3% 31.9% 125.0%
交付件数 1 1 1

支出計/前年度支出計 97.1% 95.7%
自己資金/前年度自己資金 90.4% 107.3%

【平成２８年度評価】現状のまま継続

　協会は、防衛意識の高揚を図り、防衛基盤の育成強化に寄与するとともに、自衛隊の活動の支援及
び、自衛隊の健全な育成発展とその使命達成に協力することを目的とする。

【費用対効果】
　市補助金により、効果的に運営が維持されている。今後も自主性を損なうものとならないよう自主財
源確保の努力を呼びかけながら継続的に補助金交付を継続したい。

成果指標の推移① ２０件 ２５件 ２１件
成果指標の推移② 1,186 1,182 1,212

特
記
す
べ
き
事
項
等
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要件 項　　目 評価 評価した内容についての説明

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等
の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の
福祉の向上及び利益の増進に寄与している。

A

　自衛隊は、本来国防を担う組織であるが、国内におい
ては大規模災害等が発生した場合等、被災者の救出・救
助活動から、支援活動まで組織的に行う団体として、な
くてはならない存在となっている。それらを踏まえ、防
衛協会では、防衛意識の高揚を図り、防衛基盤の育成強
化に寄与するとともに、自衛隊の活動の支援・協力を
し、自衛隊の健全な育成発展と使命達成に協力すること
を目的として活動している。川内駐屯地では、市の防災
訓練はもとより、市の伝統行事である、はんや祭りや大
綱引等に積極的に参加・協力をしていただいている。こ
のような自衛隊の活動等に市として支援を行うことは極
めて公共性が高い内容であり、市民の公共の福祉の増進
に寄与しているところである。

必
要
性

　特定の目標・成果の達成に向けた、団体等への
支援や社会的弱者の救済、地域的ハンディ等への
支援が必要である。

A

防衛協会では、目的を達成するための事業として、自衛
隊の訓練・演習に川内駐屯地が参加する際の支援、川内
駐屯地が主催する市民と自衛隊員のつどいや少年野球や
ママさんバレーボール大会等への協力など、広く市民の
自衛隊への信頼が深まり、交流が図られる活動に有効に
活用されている。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合
致しており、かつ、その目標・成果の達成に向け
て、適切な効果を生じている。（その目標・成果
を測るための適当な効果指標の設定がなされてい
る。）

A

防衛協会の事業費は、毎年度事業計画に基づく会計処理
を行い、監事による監査を受けた後、総会において議決
を経て承認を受けている。その収支状況を根拠に補助額
を決定しており、妥当である。

①　補助の対象となる事業について、行政が直接
実施するよりも、行政以外の者が行う方が適当で
あると明確に認められる。

A

防衛協会は、事業運営にあたり協力会員から会費を徴収
するとともに、寄付金をいただくなどして事業費の大半
を賄っており、繰越金が多くなるなど、自主財源により
運営が維持できる場合は補助金を減額するなどの対応に
より、妥当な水準を維持するよう対応している。

②　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助
金等の交付以外に適当な政策手段がないか、又は
当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段である
と明確に認められる。

A

自衛隊と市民との交流施策に防衛協会が全体的に関与し
ているが、防衛協会の活動を維持していくために自助努
力としての会員獲得や会費確保などに努めている。しか
しながら、活動を維持し、安定的な運営を行うために
は、財源の不足が生じないよう、補助金を交付すること
が最も適当な政策手段となる。

③　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積
算されたものであり、かつ、社会経済情勢に照ら
し、著しく妥当性を欠く水準とはなっていない。
（交付要綱の補助基準）

A

運営に関する経費は、事務費、事業費、会議費、負担
金、積立金、ほか特に必要と認められる経費など、明確
に予算化されており、補助目的に照らし妥当性を欠いて
いない。

≪今後の改革の方向性≫ ≪視点別評価≫

■現状のまま継続 　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

□見直しの上で継続 　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

⇒今後の方向性　 □充実 　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □移管・統廃合 　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □縮小 ≪今後の改革の方向性≫

□休止・廃止 □現状のまま継続

≪上記方向の理由≫ □見直しの上で継続

 ⇒今後の方向性　 □充実　 

　　　　　　　　  □移管・統廃合

　　　　　　　　  □縮小 

□休止・廃止

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための
手段・計画≫

≪まとめ≫

適
格
性
及
び
妥
当
性

〈補助金の視点別評価〉　　　　　　　　　　　　【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（

一
次
）

結
果

外
部
評
価
結
果

会員拡大等、自助努力をされている。
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